
○基本的視点の再チェック

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

156 656 274 0 0

99 155 234 0 133

171 191 630 58 0

219 677 293 0 0

77 184 344 13 0

[] [227] [371] [26] []

特定非営利活動法人函館消費者協会

函館消費者協会に対する運営費補助

　函館消費者協会は国の消費者行政に沿った団体で，消費生活の改善，合理化，各種調
査，普及啓発等の事業を実施しており，消費者意識の高揚，市民の消費生活の向上に多
大に寄与しているため，同協会の円滑な運営に資することを目的とする。

　当団体の事業実施により，消費者運動が推進され，市民の消費生活に対する意識向上
が図られる。

146 0

[41] [] [202] [1,198]

[130] [] [] [1,281]

R4
488 1,279

[488] [95] [372]

97 374 118 0 202

[] [133] [1,106]

出 R3
593 1,293

[593] [101] [457]

113 457 130 0 0

７ 経常経費の節減に努めているか
R2

634 1,255

[634] [96] [155] [88]

R元
607 1,693

[607] [152] [656] [103] [] [] [1,518]

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

　事業収入および会費が主な自主財源となって
いるが，消費者大学受講生や会員の人数（件
数）によって増減している。

[608] [217] [673] [113] [] [] [1,611]

計
負担金等

支 H30
608 1,797

５ 前年度繰越金は生じていないか
年　度 人件費 事務費 事業費

上部団体
予備費 備品購入費

R4
670 1,288

[670] [] [184] [340] [13] [] [1,207]

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内で
ある

[670] [1,294]

[1] [42] [1,106]

入 R3
670 1,306

３396 27 42

0 227 383 26 0

積算基準は定められている
R2

670 1,281

[670] [] [] [393]

R元
670 1,720

[670] [] [191] [599] [58] [] [1,518]

２ 補助金等の使途は適切である[670] [] [1,611]

計
市 その他

収 H30
670 1,856

(単位：千円)

180 210 738 58 0

[210] [673] [58] []

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか
年　度

助　　成　　金
事業収入 会　費 繰越金 雑収入

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　多様化・複雑化する消費者問題に対応するた
めの柔軟かつ自主的な活動を確保する視点か
ら，補助金による支援が適っている。

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

内　　容
２

必要性（補助しなければならない事
業であるか）

　少額の予算で各種事業を行っており，補助事
業を廃止した場合，事業実施が困難な状況に陥
り，消費者施策の推進に影響を与える。

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

　事業収入や，個人や企業からの会費の確保に
努めている。

不適 説　　明

１

公益性
（明確な公益性があるか）

　消費者運動の拠点として，消費生活の安定と
向上を図ることを目的としており，消費につい
ての正しい知識の普及や消費者の利益の擁護等
のため各種事業を展開している。

助成の根拠規定等
函館市補助金等交付規則，函館消費者協会補助金交付要綱

(条例・規則・要綱等) 　①広く市民生活の向上に貢献する
　　事業

　②市民ニーズが高い事業

団　体　名
団体等 　　課税事業者

　　免税事業者の状況 基　本　的　視　点 適

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）   補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

函館消費者協会補助金
開　始

昭和４３年度
補 助 金 名
（交付金名）

函館消費者協会補助金
年　度



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

令和７年度 終期到来時に再検討 令和７年度

その他

終期設定 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

・消費生活，消費者問題に係る事業の実施状況の確認

・函館消費者大学（５月～１０月）
・消費者パネル展・街頭啓発実施（５月）
・消費生活講座／身近な法律・消費者フォーラム開催（２月）
・各種業界団体（生命保険，石油関係等）懇談会・協議会への参加
・広報紙（協会だより）発行（年６回）

　事業効果を数値で測ることは困難であるが，広報，啓
発等の有意義な事業を展開している。

現行のまま補助を継続

　複雑・多様化している消費者問題に対応するた
め，同協会が果たす役割はますます大きくなると考
えられることから，今後においても継続して助成す
る。

見直したうえで補助を継続

廃止

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

函館消費者協会補助金


